
 

回答書 

 

 

令和８年５月１日 

      農林水産部農林水産政策課 

 

 

令和８年４月２４日付けの質問書について、下記のとおり回答します。 

      

 

記 

 

質問事項 

１ 付属品「バックモニター」について 

   

後退時に表示される後方映像ですが、今回の「小型貨物自動車」と「小型乗用自動

車（コンパクト）」では表示される場所が異なります。 

仕様書では具体的な表記がないため、映像が表示される場所の指定はありますでし

ょうか。 

 

回答 

 

 指定はありませんが、賃貸借期間の令和１５年９月３０日まで使用できる品質の製

品を装備するようお願いします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問事項 

２ 車両の納車について 

  

賃貸借契約期間が令和 8年 10月 1日と記載がありますが、10月 1日の車両登録後

に付属品の取り付けや回送などの準備を行うため、実際の納車が 10 日～2 週間ほど

遅れます。仕様書通り、代車の提供（弊社の場合はレンタカー）で対応しても問題な

いでしょうか。  

また、メーカーの生産遅れにより 1ヶ月単位で納車が遅れる可能性もあり得ます。

この場合も代車の提供（弊社の場合はレンタカー）で対応しても問題ないでしょうか。 

 

回答 

 

仕様書（１）～（２）「６ 賃貸借期間」のとおり、賃貸借開始日となる令和８年 

１０月１日にリース車両を納車できない場合は、代車の用意をお願いします。代車の

仕様については、１か月程度の遅れであれば仕様書と異なった仕様でも構いません

が、長期に及ぶ場合は、仕様書と同等の仕様の代車を用意するようお願いします。 

なお、代車提供のために別途料金が発生する場合は、その分の料金を入札価格に含

めて入札してください。 

 

 

 

質問事項 

３ 入札書に記載する金額について 

  

今回記載する金額の計算として、「32台分の 1ヶ月あたりのリース料」× 

「リース期間：84ヶ月」の税抜金額という認識で合って いますでしょうか。 

例）32台合計で 1ヶ月あたりのリース料が税抜 1,000,000円だった場合 

「1,000,000円」×「リース期間：84ヶ月」＝84,000,000円（税抜） 

 

回答 

 

お見込みのとおりです。 

 

 

 



質問事項 

４ 冬タイヤ・ホイール組について 

 

冬タイヤに装着するホイールですが、メーカー純正品と社外品、スチール製とアル

ミ製で 4通りのパターンがありますが、指定はありますでしょうか。 

 

回答 

 

指定はありませんが、賃貸借期間の令和１５年９月３０日まで使用できる品質の製

品を装備するようお願いします。 

 

 

 

質問事項 

５ 付属品について 

 

フロアマットやサイドバイザー、ラゲージマット、カーナビ、ドライブレコーダー、

ＥＴＣ車載器などの品目は、必ずメーカー純正品でなければならないでしょうか。 

一部の付属品にて、社外品で対応しなければならないものもあるため、確認を取ら

せていただきます。 

 

回答 

 

メーカー純正品である必要はありませんが、賃貸借期間の令和１５年９月３０日ま

で使用できる品質の製品を装備するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問事項 

６ メンテナンス内容「スケジュール点検」について 

  

昨年の入札の仕様書では「スケジュール点検（3ヶ月に一度の日常点検）」と記載さ

れていたのが、今回は「スケジュール点検」とのみ記載されております。 

さらに「小型貨物自動車」と「小型乗用自動車（コンパクト）」では、国の定めた点

検整備の間隔が異なるため、弊社の考えと県の考えの確認、すり合わせとなります。 

弊社としましては、6ヶ月に 1回の点検整備の実施でも車両には問題ないと考えま

す。 

どのようなメンテナンス内容を希望されているか確認をお願い致します。 

 

回答 

 

 「小型貨物自動車」と「小型乗用自動車（コンパクト）」の、どちらの仕様書におい

ても、①スケジュール点検、②法定点検、③車検整備が必要と指定しており、法定点

検の間隔について、通常「小型貨物自動車」では６か月毎、「小型乗用自動車（コンパ

クト）」では１年毎に点検が必要なことを踏まえ、以下のとおりとしていただくよう

お願いします。 

 

「小型貨物自動車」 

⇒６か月毎 ：②法定点検（※①スケジュール点検も兼ねる） 

 一定期間毎：③車検整備 

 

「小型乗用自動車（コンパクト）」          

 ⇒６か月毎 ：①スケジュール点検 

  １年毎  ：②法定点検 

  一転期間毎：③車検整備 

 

 

 


